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給
与
明
細
に
広
告
掲
載
を

　
本
市
職
員
（
約
３
，
５
０
０
人
）
の
給

与
明
細
書
に
掲
載
す
る
広
告
を
募
集
。
詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
る
か
、
本
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
企
業
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団
体
な
ど
（
抽
選
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掲
載
規
格
＝
給
与
明
細
書
（
Ａ
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０
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４
８
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９
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７
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布
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市
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所
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本

市
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で
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申
３
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３
日
㈮
ま
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、
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込
書
に
記

入
し
、
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２
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９
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５

０
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）
へ
直
接

そ
の
他
の
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●
休
日
当
番
動
物
病
院
案
内
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録
音
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内
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業
な
ど

掲
載
ス
ペ
ー
ス
＝
❶
車
体
側
面

（
右
側
面
）
❷
車
体
側
面
（
両
ド
ア
側
面
）

❸
車
体
後
方
❹
モ
ニ
タ
ー
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示

￥
車
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告
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９
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間
２
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10
者
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超
え
る
場
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は
抽
選
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申
３
月
１
日
㈬
12
時
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に
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危
機
管
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５
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へ
直
接最

低
賃
金
は
必
ず
チ
ェ
ッ
ク
を

　
産
業
別
の
特
定
最
低
賃
金
は
次
の
と
お

り
改
正
に
な
り
ま
し
た
。

特
定
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賃
金
（
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働
局
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学
生
や
求
職
者
に
企
業
情
報
を
発
信

　
地
元
で
活
躍
す
る
企
業
の
情
報
を
掲
載

す
る
、
ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
ま
え
ば
し
の
企

業
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
す
る
企
業
を
募

集
。
学
生
や
求
職
中
の
人
に
向

け
て
、
自
社
の
魅
力
を
ア
ピ
ー

ル
で
き
ま
す
。

税
 

介
護
と
国
保
負
担
額
に
は
上
限
あ
り

　
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
加
入
世
帯

に
介
護
保
険
受
給
者
が
い
る
場
合
、
自
己

負
担
額
を
合
算
し
一
定
の
限
度
額
を
超
え

た
時
は
、超
過
分
の
金
額
を
支
給
し
ま
す
。

令
和
３
年
８
月
１
日
か
ら
昨
年
７
月
31 

日
ま
で
に
支
払
っ
た
自
己
負
担
額
が
対
象

で
す
。
昨
年
７
月
31
日
時
点
で
国
保
に
加

入
し
て
い
る
支
給
対
象
者
に
は
、
３
月
以

降
に
通
知
を
郵
送
。
国
保
以
外
の
加
入
者

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
医
療
保
険
に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。
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非
課
税
の
固
定
資
産
は
届
け
出
を

　
１
月
１
日
現
在
の
固
定
資
産
利
用
状
況

に
よ
っ
て
は
、
固
定
資
産
税
や
都
市
計
画

税
が
非
課
税
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
固
定
資
産
の

所
有
者
は
、
非
課
税
申
告
書
を
市
役
所
資

産
税
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
❶
宗
教
法
人
が
境
内
地
な
ど
に
使
用
❷

不
特
定
多
数
の
人
が
道
路
と
し
て
利
用
❸

学
校
法
人
な
ど
が
教
育
・
保
育
の
た
め
に

使
用
❹
社
会
福
祉
法
人
な
ど
が
社
会
福
祉

事
業
の
た
め
に
使
用
❺
そ
の
他
、
地
方
税
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め
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用
途
に
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用
し
て
い
る
も
の
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税
課
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事
業
者
向
け

起
業
家
の
確
定
申
告
を
サ
ポ
ー
ト

　
起
業
し
た
ば
か
り
の
個
人
事
業
主
を
応

援
す
る
た
め
、
確
定
申
告
セ
ミ
ナ
ー
を
開

催
。
直
前
期
に
確
定
申
告
の
基
礎
知
識
が

学
べ
る
ほ
か
、
税
理
士
と
の
個
別
相
談
も

受
け
ら
れ
ま
す
。

時
２
月
15
日
㈬
18
時
30
分
～
20
時
30
分

場
創
業
セ
ン
タ
ー

対
起
業
に
興
味
が
あ
る
か
起
業
後
５
年
未

満
の
人
、
先
着
20
人
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地
震
体
験
車
に
広
告
を
募
集

　

自
主
防
災
会
や
学
校
の
訓
練
で
活
用 

す
る
地
震
体
験
車
に
有
料
広
告
を
掲
載
す

る
事
業
者
を
募
集
。
詳
し
く
は
本
市
ホ
ー

　今回は、２月の行事にまつわる手話を紹介します。
　本市公式YouTubeでも手話の紹介動画を公開し
ています。

人
権
標
語

「
大
丈
夫
？
」　
そ
の
一
言
で
　
笑
顔
で
る

清
里
小
６
年

田
村 

亜
子
さ
ん

寄付

●有賀良さん＝写真「戦災復興状況御
視察の天皇陛下（Ｓ21.3.25）」を戦
災と復興の記憶を後世に伝えるために
●一市民＝２万円を児童福祉のために
●県建設業協会前橋支部＝20万円を
社会資本整備促進のために
●佐々木友希さん＝小説「焔ノキヲク」
を前橋空襲の記憶を後世に伝えるため
に
●鈴木敏子さん＝コミック「ペリリュ
ー」11巻を明桜中へ
●前橋高校54会＝小原玲写真集「森
の小さな天使　エゾモモちゃん」100
冊を市立幼稚園・小中高等学校・特別
支援学校・図書館へ
●未来学園＝10万円を前橋学の普及
促進のために

手話で話そう

相談名・問い合わせ 日　時 会　場

法律相談
☎027-898-6100

火曜13時～16時（前週
の木曜８時30分～当日
12時までに電話で予約
を。相談は受け付け順で
時間指定はできません。
先着6人まで）

議会庁舎
市民相談提案係
※相談は年度内に
1人1回

行政相談
☎027-898-6100

２月９日㈭
13時～15時 大胡支所

２月14日㈫
13時～15時

かすかわ老人福祉セン
ター

２月15日㈬
13時～16時

議会庁舎
市民相談提案係

２月17日㈮
13時～15時

桂萱市民サービスセン
ター

２月20日㈪
13時～15時 宮城支所

３月１日㈬
13時～15時 富士見公民館

３月３日㈮
13時～15時 東市民サービスセンター

相談名・問い合わせ 日　時 会　場

公証相談
☎027-898-6100

２月13日㈪
13時～15時

議会庁舎
市民相談提案係

（受け付けは12時30
分から相談終了時間
の15分前まで）

司法書士、土地家屋調査士相
談
☎027-898-6100

２月10日㈮
13時～16時

行政書士相談
☎027-898-6100

３月６日㈪
13時～16時

月いち健康相談
☎027-220-5708

２月27日㈪
９時～11時（予約制） 保健センター

精神科医によるこころの相談
☎027-220-5787

２月８日㈬・22日㈬、
13時30分～15時
(各予約制）

市保健所

心配ごと相談
☎027-237-5006

月曜～金曜、
13時～16時

（各予約制）
総合福祉会館

外国人相談
（英語・中国語・ポルトガル語・
スペイン語）
☎027-243-7788

月曜13時～17時、
木曜９時～13時

市役所
外国人相談窓口

２月の各種無料相談　※�新型コロナウイルス感染症の状況により一部の相談を中止する場合があります。
必ず最新情報を確認してから来場してください。

※市民相談（☎027-898-6100）は平日の８時30分～17時15分。家庭児童相談（☎027-223-4148）、母子・父子相談（☎027-220-5701)、DV相談（☎
027-898-6524）、男女共同参画相談（☎027-898-6520）、就学に向けての相談（☎027-210-1234）、消費生活・多重債務相談（☎027-898-1755）
は平日の９時～17時。教育・青少年相談（☎027-230-9090）は平日の10時～17時。自殺予防「群馬いのちの電話」（☎027-221-0783）は９時～24時。
みんなの人権110番（☎0570-003-110）は平日の8時30分～17時15分。

唇の下につけた右手３指のつまみを、
こめかみにつける

両手の親指と人差指を向かい合わせ
て四角形を作る

両手の人差し指を上に向け、同時に額
の横あたりにつける

両手５指をつまんで、
「折る」しぐさをする

梅

チョコレート

鬼

問障害福祉課
☎０２７‐２２０‐５７１１
ファクス０２７‐２２３‐８８５６
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